木造住宅の耐震診断
地震はいつ発生するか予測できません。また、住宅の倒壊は人的被害の大きな要因の一つです。そのため、現在の住まいの耐震性を把握しておくと、今後の耐震対策の検討に役立ちます。まずは住まいの耐震性を確認するところから始めてみませんか。
甲良町では、木造住宅耐震診断員派遣事業（無料）を実施しています。対象木造住宅の要件および耐震診断の流れについては、下記のとおりです。

・昭和５６年５月３１日以前に着工され、完成していること。

・延べ面積の１／２以上が住宅として使われていること。

・階数が２階以下、延べ床面積が３００㎡以下であること。

・枠組壁工法、丸太組工法および大臣認定工法（プレハブ工法）でないこと。


Step１．町の窓口へ申込み（※年度ごとに締切日があります。）
　　　　申込み用紙に必要事項を記入の上、建築時期が分かる書類（建築確認済証の写し・固定資産税関係の写し等）を添えて町の窓口にお申し込み下さい。（受付時に説明致します。）
Step２．耐震診断決定通知

　　　　耐震診断が決定されると、町から決定通知書が届きます。

Step３．耐震診断の実施

　　　　決定通知書が届くと数日後「耐震診断員」の方から、診断日程の打合せ等の電話連絡があ

ります。

耐震診断の実施：居住者の方へのヒアリングがあります。

　　　　　（診断当日は「立ち会い」をお願いします。）

Step４．耐震診断結果

　　　　耐震診断結果書は、診断員がコンピューター等を活用し作成後、審査機関の審査を経て町

から郵送され、耐震診断員がご説明に伺います。

名称：甲良町　建設水道課
住所：滋賀県犬上郡甲良町大字在士350番地
TEL：0749-38-5068　FAX:0749-38-5071　E-Mail:kensui@town.koura.lg.jp
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